
ヴィラ加賀野指定居宅介護支援事業所 
重  要  事  項  説  明  書 

＜令和６年４月１日現在＞ 

 

１． 事業の目的及び運営方針 

事業の目的 医療法人青樹会が開設するヴィラ加賀野指定居宅介護支援事業所（以下「事業所」

という。）が行う居宅介護支援事業（以下「事業」という）の適正な運営を確保す

るために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要

介護状態及び要支援状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供すること

を目的とする。 

運営の方針 ・事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、可能な限りその

居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配

慮しなければならない。 

・事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては利用者の心身の状

態とその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・

福祉のサービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しな

ければならない。 

・事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、利用者の意思及

び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービ

ス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないように

公正中立に行わなければならない。 

・事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保さ

れるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、介護保険施設

への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を

行うものとする。 

・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉のサービスとの

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の運営法人 

法人名 医療法人 青樹会 

法人所在地 岩手県盛岡市小杉山１５番３号 

代表者職氏名 理事長  田中 由紀子 

 

（２）事業所の概要 

事業所名 ヴィラ加賀野指定居宅介護支援事業所 

事業所所在地 岩手県盛岡市加賀野三丁目１番６号 

電話番号 ０１９－６２６－８８５７ 

事業所種類 居宅介護支援  盛岡市０３７０１０７６０９ 

管理者氏名 菅原 真紀 

サービス提供地域 盛岡市（旧玉山区を除く）・滝沢市・紫波町・矢巾町・雫石町 

営業日 月曜日～金曜日（但し、祝祭日、８月１３日～８月１６日、１２月２９日

～１月３日を除く） 



営業時間 ８：３０～１７：３０（営業時間外は、電話転送等により２４時間常時連

絡可能な体制とします。(連絡先：０１９－６２６－８８５７) 

 

（３）事業所の職員体制 

職種 員数 職務内容 

管理者 

（主任介護支援専門員） 

1 名 

（常勤・兼務) 

従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施

状況の把握その他の管理を一元的に行います。 

従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行います。 

介護支援専門員の業務を行い、他の介護支援専門員

を統括します。 

介護支援専門員 1 名以上 

（常勤） 

居宅介護支援業務を行います。 

※ 職員の配置については指定基準を遵守しています。 

 

３．居宅介護支援の内容 

（１） 指定居宅介護支援の提供 

① 居宅サービス計画の作成 

② 居宅サービス事業者、医療機関等との連絡・調整 

③ サービス実施状況の把握、評価 

④ 利用者状況の把握 

⑤ 給付管理 

⑥ 要介護認定申請に係る協力、援助 

⑦ 相談業務 

⑧ 介護保険施設への紹介 

 

４．利用料金 

（１） 居宅介護支援利用料 

介護保険から全額給付されるため自己負担はありません。 

但し、利用者の保険料の滞納などにより、法定代理受領ができなくなった場合、１か月につ

き下記の金額をいただき指定居宅介護支援提供証明書」を発行いたします。後日、保険者の

窓口に提出することで、払い戻しを受けられます。 

 

  居宅介護支援費 

 
介護支援専門員１人あたり

の利用者取り扱い件数区分 
要介護１・２ 要介護３～５ 

居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ) ４５未満の場合 １０，８６０円 １４，１１０円 

居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ) 
４５以上の場合において、 

４５以上６０未満の部分 
５，４４０円 ７，０４０円 

居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅲ) 
４５以上の部分において、 

６０以上の部分 
３，２６０円 ４，２２０円 



居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ) ５０未満の場合 １０，８６０円 １４，１１０円 

居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ) 
５０以上の場合において、 

５０以上６０未満の部分 
５，２７０円 ６，８３０円 

居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅲ) 
５０以上の場合において、 

６０以上の部分 
３，１６０円 ４，１００円 

 

  加算 

初回 新規に居宅サービス計画を策定した場合、要介護状態区

分が２区分以上変更となった場合 
３，０００円 

入院時情報連携(Ⅰ) 病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診

療所の職員に対して必要な情報を提供した場合 
２，５００円 

入院時情報連携(Ⅱ) 病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該

病院又は診療所の職員に対して必要な情報を提供した場

合 

２，０００円 

退院・退所Ⅰ１(Ⅰ)イ 病院等の職員と面談し、必要な情報提供をカンファレン

ス以外の方法により１回受けた場合 ※１ 
４，５００円 

退院・退所Ⅰ２(Ⅰ)ロ 病院等の職員と面談し、必要な情報提供をカンファレン

スにより１回受けた場合 ※１ 
６，０００円 

退院・退所Ⅱ１(Ⅱ)イ 病院等の職員と面談し、必要な情報提供をカンファレン

ス以外の方法により２回以上受けた場合 ※１ 
６，０００円 

退院・退所Ⅱ２(Ⅱ)ロ 病院等の職員と面談し、必要な情報提供を２回受け、う

ち１回以上はカンファレンスにより受けた場合 ※１ 
７，５００円 

退院・退所Ⅲ(Ⅲ)  病院等の職員と面談し、必要な情報提供を 3 回以上受け、

うち１回以上はカンファレンスにより受けた場合 ※１ 
９，０００円 

通院時情報連携 医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は

歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な

情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関す

る必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケア

プラン)に記録した場合 

５００円 

（月１回限度） 

緊急時等居宅カンファ

レンス 

病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員

と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、

必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 

２，０００円 

（月２回限度） 

ターミナルケアマネジ

メント 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの

方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した

上で、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上、

当該利用者又はその家族の同意を得て、居宅を訪問し利

用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サー

ビス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合 

４，０００円 

特定事業所 中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や専門性の

高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施し

ている事業所を評価する。サービス提供に関する定期的

な会議を実施していることや当事業所の介護支援専門員

（Ⅰ） 

５，１９０円 

                            

（Ⅱ） 



に対し、計画的に研修を実施していることなど厚生労働

大臣が定める基準に適合する場合 

また、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点

から、前６ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与がそ

れぞれ位置付けられた割合と前６ヶ月間に作成したケア

プランに位置付けられた、訪問介護、通所介護、地域密

着通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事

業所によって提供されたものの割合について別紙（サー

ビス利用割合）にて説明いたします。 

４，２１０円 

                            

（Ⅲ） 

３，２３０円 

                  

（Ａ） 

１，１４０円 

特定事業所医療介護連

携 

前々年度の３月から前年度の２月までの間において退

院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数の合計

が３５回以上、前々年度の３月から前年度の２月前の間

においてターミナルケアマネジメント加算を１５回以上

算定、特定事業所加算(Ⅰ)、（Ⅱ）又は(Ⅲ)を算定してい

る場合 

１，２５０円 

※1 退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ福祉用具相談員や居宅サー

ビスを提供する作業療法士等が参加し居宅サービス計画を作成、居宅サービス計画の利用の調整を

行う 

 

  減算 

特定事業所集中減算 
正当な理由なく、前６月間に作成した居宅サービス

計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供

総数のうち、特定の事業所が占める割合が８０％以

上を超える場合 
(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉

用具貸与) 

 

１月につき２００単位 

運営基準減算 ・適正な居宅介護支援が提供できていない場合 
・運営基準減算が２月以上継続している場合は算定

しない 

基本単位数の５０％ 

同一建物に居住する

利用者へのケアマネ

ジメント 

・指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の

敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支

援事業所と同一の建物に居住する利用者を担当す

る場合 
・指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利

用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（上記

を除く）に居住する利用者を担当する場合 

所定単位数の９５％ 

 

（２）交通費 

通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があり、自動車を使用して指定居宅介護支援を行う

場合に要した交通費については利用者の同意を得てから次の額を徴収します。 

事業所から、片道概ね２０キロメートル未満 ３００円 

事業所から、片道概ね２０キロメートル以上 ５００円 

 

（３）解約 

   利用者はいつでも契約を解約することができ、解約料は一切かかりません。 

 



５．利用方法 

（１） 介護支援の利用開始 

    重要事項説明書に基づき同意の上、居宅介護支援契約書に署名ください。 

    有効期間は、要介護認定の有効期間です。 

（２） 介護支援の終了 

  ① 利用者のご都合で介護支援を終了する場合 

② 当事業者の都合で介護支援を終了する場合 

人員不足などでやむを得ない事情により、介護支援を終了させていただく場合がございます。

その場合は終了 1 ヶ月前までに文書等で通知するとともに、他の居宅介護支援事業者をご紹

介いたします。 

③ 次の場合には、双方の通知がなくても自動的に終了します。 

・利用者が介護保険施設に入所された場合 

（但し、入退所が 4 ヶ月未満の場合、支援継続） 

・利用者が自立・要支援と認定された場合 

・利用者が死亡された場合 

・居宅介護支援が連続して 3 ヶ月提供がなかった場合 

④ その他 

利用者又は代理人や利用者家族等が当事業者や介護支援専門員に対して、暴言・暴力、又は

迷惑行為、過大な要求や信用を傷つける行為等により本契約を継続することが困難となった

場合は、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除させていただく場合がございま

す。 

 

６．居宅サービス計画作成について 

 当事業所では以下の事項を介護支援専門員等に担当させ、居宅サービス計画を作成します。 

アセスメント 利用者宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべ

き課題を把握します。 

課題分析の方法は、全社協在宅版ケアプラン方式を採用しています。 

サービス調整 アセスメントの結果を踏まえ、利用する居宅サービス事業者等へ連絡・

調整を行います。 

居宅サービス計画（ケ

アプラン）の作成 

提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での

留意点を盛り込んだケアプランを作成します。 

サービス担当者会議 居宅サービス事業者等が集まり、よりよいサービスを提供するための情

報共有や意見を交換しケアプランの内容等について話し合います。 

モニタリング 少なくとも１月に１回、利用者の居宅で面接を行い、本人の心身の状態

やケアプランの利用状況等について確認します。 

給付管理 ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健

康保険団体連合会に提出します。 

 

７．居宅介護支援の提供にあたっての留意事項 

（１） 利用者は介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求め

ることができます。  

（２） 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要



介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認します。被保険者の住所などに変更があ

った場合は速やかに当事業者にお知らせください。  

（３） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が

行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が

受けている要介護認定の有効期間が終了する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行う

ものとします。  

（４） 利用者が病院等に入院しなければならない場合には、病院等と情報共有や連携を図ること

で退院後の在宅生活への円滑な移行を支援するため、担当する介護支援専門員の名前や連絡

先を病院等へ伝えてください。  

（５） 主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービ

ス計画については、意見を求めた主治の医師等に交付します。 

    また、医療サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居

宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多

機能型居宅介護（訪問看護サービスを利用する場合に限る））については、あらかじめ主治

の医師等の意見を求め指示を仰ぎます。 

（６） 利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、口腔に関する問題

や服薬状況、その他の利用者の状況等について、必要と認めるものを、利用者の同意を

得て主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報を提供します。 

（７） 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（生活援助中心型）を位置付ける場合には、

市町村にケアプランを届け出て地域ケア会議の開催等により、ケアプランの適正検証を

行います。 

（８） 介護支援専門員は障害福祉制度の相談支援専門員との密な連携を促進するため、特定

相談支援事業所との連携に努めます。 

（９） その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。 

    また、地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合に

は、これに協力します。 

（１０） 職員に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

 

８．サービス内容に関する苦情 

（１） 当事業者お客様相談苦情担当 

当事業者の居宅介護支援に関するご相談・苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供してい

る各サービスのご相談・苦情を承ります。 

     担当者  菅原 真紀      電話  ０１９‐６２６‐８８５７ 

（２） 当事業者以外に市町村等の相談・苦情窓口などに苦情を伝えることができます。 

・盛岡市介護保険課事業所指定係  電話  ０１９－６２６－７５６２ 

・滝沢市高齢者支援課       電話  ０１９－６５６－６５２１ 

・紫波町長寿介護課        電話  ０１９－６７２－５２５７ 

・矢巾町健康長寿課        電話  ０１９－６１１－２８３０ 

・雫石町総合福祉課        電話  ０１９－６９２－６４７６ 

・岩手県国民健康保険団体連合会保険介護課 

電話  ０１９－６０４－６７００ 

      

 



９．秘密の保持  

当事業者の介護支援専門員やその他の職員は、その職員である期間及び職員でなくなった

後においても、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又は家族等の秘密を第三者に漏

らすことがないよう指導教育を随時行うほか、施設職員等が、本規定に反した場合は、違約

金を求めるものとする。 

 

１０．事故発生時の対応 

（１） 居宅介護支援サービスの提供に伴って、事故が発生した場合は状況に応じて、家族・医療

機関・保健福祉機関に通報、連携し速やかに対処するとともに、当事業者の責めに帰すべき

事由によって、利用者が損害を被った場合、当事業所は、利用者に対して損害を賠償するも

のとする。 

（２） 利用者の責めによる事由によって、当事業者が損害を被った場合、利用者及び身元引受人

は連帯して、当事業者に対して、その損害を賠償するものとする。 

 

１１．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講

じる。  

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい

て従業者に周知徹底を図る。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備する。  

（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。  

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。  

（５） 成年後見制度の利用を支援します。  

（６） サービス提供中に、当施設従業者職員又は利用者入所者の家族等による虐待を受けたと思

われる利用者入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

１２．感染症の予防及びまん延防止について 

（１） 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以上

開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

（２） 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３） 事業従事者に対し、感染症予防及びまん延の防止の為の研修及び訓練を定期的に実施する。 

 

１３．ハラスメント対策の強化について 

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じる。 

 

１４．業務継続計画の策定について 

 業務継続計画（BCP）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継

続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に

従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。 

 

 



１５．非常災害対策について 

（１） 事業所は、非常災害に関する具体的な対応計画を定めるものとする。 

（２） 管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓練を年２回以上実施する

など、利用者の安全に対して万全の備えを行うものとする。 

 

１６．身体拘束等の原則禁止について 

（１） 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 

（２） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

（３） 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。  

（４） 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 


